
力
く
だ
さ
い
。

◦
十
分
発
酵
さ
せ
た
悪
臭
を
伴
わ

な
い
完
熟
堆
肥
を
使
用
し
ま
し

ょ
う

◦
散
布
後
、
雨
天
に
よ
り
鋤す

き

込
み
で
き
な
い
こ
と
が
な
い
よ

う
、
天
候
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

◦
住
居
や
観
光
施
設
に
近
い
農
地

に
散
布
す
る
場
合
は
、
生
活
環

境
に
十
分
配
慮
し
、
悪
臭
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
ハ
エ
な
ど
の
害

虫
、
粉
じ
ん
、
汚
水
が
発
生
し

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

◦
地
下
水
汚
染
の
原
因
に
も
な

る
、
過
剰
な
堆
肥
投
入
は
や
め

ま
し
ょ
う

▼
環
境
政
策
課

☎
23‐３
５
４
１

23‐１
８
３
２

▼
農
政
課

☎
23‐３
５
１
７

22‐３
８
１
７

水
難
救
助
合
同
訓
練
を

実
施
し
ま
す

１
０
０
５
６
１
８

　
市
消
防
署
と
関
係
機
関
の
ヘ
リ

コ
プ
タ
ー
な
ど
が
連
携
す
る
水
難

救
助
合
同
訓
練
を
行
い
ま
す
。
当

日
は
、
安
全
の
た
め
、
一
時
的
に

周
辺
道
路
の
通
行
制
限
、
防
波
堤

を
は
じ
め
と
す
る
訓
練
区
域
へ
の

▪
畜
産
農
家
の
方
へ

　
家
畜
が
野
犬
の
餌
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
家
畜
が
襲
わ
れ
た

り
、
家
畜
の
餌
が
野
犬
に
盗
み
食

い
さ
れ
た
り
し
な
い
よ
う
に
、
畜

舎
の
周
り
に
進
入
防
止
策
（
フ
ェ

ン
ス
、
ネ
ッ
ト
な
ど
）
を
講
じ
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
死
亡
し
た
家

畜
は
正
し
く
処
理
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
環
境
政
策
課

☎
23‐７
４
０
１

23‐１
８
３
２

▼
愛
知
県
動
物
保
護
管
理
セ
ン

タ
ー
東
三
河
支
所

☎（
０
５
３
２
）33‐３
７
７
７

堆
肥
散
布
に
よ
る
悪
臭
な
ど

の
発
生
防
止
に
ご
協
力
を

１
０
０
４
１
３
８

　
こ
れ
か
ら
の
時
期
、
農
地
へ
の

堆
肥
散
布
の
時
期
を
迎
え
ま
す
。

　
毎
年
、
堆
肥
散
布
に
伴
う
悪
臭

苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
畑
に
堆
肥
を
散
布
す
る
と
、

近
隣
の
住
宅
や
観
光
施
設
な
ど
か

ら
、
悪
臭
や
ハ
エ
な
ど
に
関
す
る

苦
情
を
招
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
堆
肥
を
散
布
す
る
際
に
は
次
の

点
に
注
意
し
、
生
活
環
境
の
保
全

と
水
質
汚
濁
な
ど
の
防
止
に
ご
協

野
犬
対
策
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

１
０
０
１
０
２
５

　

市
内
で
は
、
野
犬
に
関
す
る
目

撃
情
報
や
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。
野
犬
や
野
犬
に
よ
る

被
害
を
増
や
さ
な
い
よ
う
次
の
こ

と
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▪
市
民
の
皆
さ
ん
へ

　
生
ご
み
が
野
犬
の
餌
に
な
り
ま

す
。
家
庭
か
ら
出
る
生
ご
み
は
、

必
ず
決
め
ら
れ
た
日
時
・
場
所
に

出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
野
犬

に
は
絶
対
に
餌
を
与
え
な
い
で
く

だ
さ
い
。

▪
犬
を
飼
っ
て
い
る
方
へ

　
逃
亡
し
た
飼
い
犬
が
野
犬
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
係
留
器
具

（
首
輪
、
リ
ー
ド
な
ど
）
の
破
損

を
見
つ
け
た
ら
す
ぐ
に
交
換
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
放
し
飼
い
は

絶
対
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

進
入
制
限
を
行
い
ま
す
の
で
、
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時
：
８
月
10
日
（
金
）
午
前
９

時
～
正
午　
場
所
：
赤
羽
根
ロ
コ

パ
ー
ク
付
近

▼
消
防
署
赤
羽
根
分
署

☎
45‐４
１
１
９

45‐４
１
２
０

水
道
事
業
指
定
給
水
装
置

工
事
事
業
者
の
新
規
追
加

１
０
０
０
９
８
３ 

　
市
水
道
事
業
指
定
給
水
装
置
工

事
事
業
者
が
追
加
に
な
り
ま
し

た
。

▪
新
規
追
加　

㈲
小
笠
原
組
（
宇
津
江
町
）

☎
37‐０
８
３
８

▼
水
道
課

☎
23‐３
５
３
２

22‐３
１
８
４

■交通事故発生状況
　6月21日（木）に市内で高齢者の交通死亡
事故が発生し、今年の事故死者数は3名とな
りました。出会い頭事故や高齢者が被害者
となる事故など、重傷事故が増加しており、
今後の事故情勢の悪化が心配されます。
■交通安全スリーＳ運動
　この運動は「ストップ」「スロー」「スマー
ト」のキーワードにより交通事故を防止する
基本行動の定着を図るものです。
ストップ：一時停止場所では必ず停止する
スロー：高齢者を見かけたら速度を控える
スマート：シートベルト全席着用を徹底する
　これらの安 全
な行動を心掛け、
思いやりの意識を
持った運転をお願
いします。

▶田原警察署☎23-0110
田原警察署だより

T A H A R A
≫田原市のデータ

交通事故発生件数

窃盗犯罪発生件数

火災・救急件数

※（　）内の数字は
　平成30年の累計

5月

●人身20件（77件）
●負傷22人（93人）
●死亡1人（2人）
●物損133件（592件）

●侵入盗0件（7件）
●乗物盗3件（7件）
●非侵入盗12件（45件）

●火災1件（15件）
●救急174件（1004件）
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